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区有施設等における令和５年５月８日以降のマスクの着用について

屋 内

①窓口で区民と
直接応対

例：窓口カウンター、
相談室

②身体接触を
伴う場合

例：高齢者・障害者
施設、介助

③事務室内等

例：執務室内、廊下
会議室など

④十分な感染対策を
とることが
できない場所

例：換気できない会議室
換気できない倉庫
など

⑤区民宅等の
訪問先

⑥庁有車
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学童クラブ

高齢者・
障害者施設

保育所

学校・
幼稚園

マスク着用

マスク着用
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庁舎等 マスク着用

マスク着用

職員等（区職員、指定管理者、受託事業者）

区民（施設利用者(入所者、居住者を除く) 、訪問者）

屋 外

⑦身体接触を
伴う場合

例：介助

⑧その他

例：屋外イベント
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高齢者・
障害者施設

学校・
幼稚園
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屋 外
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※ 健康上の理由や障害などの事情がある区民・職員等にはマスクの着用は求めません。※ 健康上の理由や障害などの事情がある区民・職員等にはマスクの着用は求めません。

マスク着用

マスク着用

マスク着用

※ 高齢者・障害者施設とは、特別養護老人ホーム、高齢者在宅サービスセンター、高齢者相談センター、ケアハウス、高齢者集合住宅、障害保健福祉センター、精神障害者支援センター、
児童発達支援センター、障害者支援ホームをいう。


